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○那須塩原市結婚支援事業補助金交付要綱 

平成29年８月30日告示第159号 

改正 

平成31年３月29日告示第46号 

那須塩原市結婚支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、那須塩原市補助金交付規則（平成17年那須塩原市規則第51号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、結婚を希望する独身男女（以下「結婚希望者」という。）に出

会いと交流の場を提供し、結婚活動を支援する事業を実施する団体に対し交付する結婚支援事業

補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助対象団体は、次条に規定する補助対象事業を実施する市内の団体とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付の対象としな

いものとする。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第77号）第３条の規定によ

る指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体 

(２) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体 

(３) 結婚に関する事業を生業とする団体 

(４) 前３号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、市内で実施されるイベント事業であって、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(１) 次のいずれにも該当するイベント事業 

ア 結婚希望者の結婚活動を促進する目的で行われる事業 

イ 募集人員30人以上で、募集対象者に市内在住者が含まれる事業 

ウ 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に完了する事業 

(２) 前号に掲げるもののほか、結婚希望者の結婚活動の促進に資すると市長が認めるイベント

事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するイベント事業は、補助対象事業とし

ないものとする。 
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(１) 市の他の補助制度により補助金等の交付を受けている事業 

(２) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要となる経費とし、別表のとおりとする。

ただし、補助対象団体に係る経費は、対象としないものとする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、10万円を上限額とする。 

２ 前項の補助対象経費の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付は、各年度において１団体につき１回を限度とし、予算の範囲内で交付するもの

とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、規則第４条の補助

金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 団体概要書（様式第１号） 

(２) 事業計画書（様式第２号） 

(３) 収支予算書（様式第３号） 

（交付決定） 

第７条 市長は、補助金を交付することを決定したときは規則第５条の補助金交付（不交付）決定

通知書を申請団体に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた団体は、規則第12条の補助金実績報告書に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績書（様式第４号） 

(２) 収支決算書（様式第５号） 

２ 規則第12条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、参加者一覧表（様式第６号）とする。 

（書類の保管期間） 

第９条 規則第20条の規定により証拠書類を整理保管しておかなければならない期間は、補助対象

事業の完了の日の属する会計年度終了後から５年とする。 

（補助金の見直し） 

第10条 市長は、この補助金の交付の実施について、平成31年４月１日から３年を経過するまでに、
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その運用状況、実施効果等を検証し、見直しを行うものとする。 

（その他） 

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成29年９月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 

報償費 外部司会者等への謝礼 

旅費 外部司会者等の交通費又は宿泊費 

消耗品費 事業の実施に必要な物品（景品及び記念品を除く。） 

印刷製本費 チラシ、ポスター又は資料の印刷費 

通信運搬費 郵便料、電話料又は運搬料 

手数料 新聞、ラジオ広告費用又は振込手数料 

保険料 損害保険料 

委託料 駐車場交通整理 

使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料又は自動車借上料 

備考 参加者の飲食費及び宿泊費並びに物品購入費は、対象としないものとする。 

様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 
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